
 

平成 23 年 3 月 11 日東北地方太平洋沖地震

に際しての首都圏の企業における帰宅困難

者対応の実態調査 
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Ⅰ.基礎調査 
問１　所属団体

[単一回答]

n=739

Ⅰ.基礎調査 
問３　本社の所在地

[単一回答]

n=739

Ⅰ.基礎調査 
問３　本社の所在地（埼玉県の区市区町村）

n=739 [単一回答]

Ⅰ.基礎調査 
問３　本社の所在地（千葉県の区市区町村)

n=739 [単一回答]
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Ⅰ.基礎調査 
問３　本社の所在地（東京都２３区内）

n=739 [単一回答]

問３　本社の所在地（東京都２３区外）
n=739 [単一回答]

Ⅰ.基礎調査 
問３　本社の所在地（神奈川県の区市町村）

n=739 [単一回答]

Ⅰ.基礎調査 
問４　事業内容

n=739 [単一回答]
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Ⅰ.基礎調査 
問５　本社ビル/テナントビルの別

[単一回答]

n=739

Ⅰ.基礎調査 
問６　本社の事業所形態

[単一回答]

n=739

Ⅰ.基礎調査 
問６　本社の収容人数

[単一回答]

n=739

サ

自社ビル, 420 

社, 56.8%

テナント, 319 

社, 43.2%

店舗・飲食店, 

27 社, 3.7%

事務所・営業所, 

665 社, 90.0%

工場・作業所・鉱

業所, 35 社, 

4.7%

輸送センター・配

送センター・車

庫, 1 社, 0.1%

その他, 11 社, 

1.5%

～４９人, 214 社, 29.0%

５０～９９人, 108 社, 14.6%

１００～１９９人, 88 社, 11.9%

２００～２９９人, 39 社, 5.3%

３００～４９９人, 71 社, 9.6%

５００～９９９人, 89 社, 12.0%

１，０００～１，９９９人, 66 社, 

8.9%

２，０００人～, 64 社, 8.7%
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Ⅰ.基礎調査 
問７　本社の従業員数

[単一回答]

n=739

Ⅰ.基礎調査 
問８　一都三県の本社以外の事業所

[単一回答]

n=739

～２９人, 191 社, 25.8%

３０～４９人, 79 社, 10.7%

５０～９９人, 93 社, 12.6%

１００～１９９人, 89 社, 12.0%

２００～２９９人, 52 社, 7.0%

３００～４９９人, 58 社, 7.8%

５００～９９９人, 80 社, 10.8%

１，０００人～, 97 社, 13.1%

ある, 513 社, 

69.4%

ない, 226 社, 

30.6%
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Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問９　本社従業員の帰宅についての方針

[単一回答]

n=739

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問10　（問9で1と回答）帰宅の方針（全社的に示したか。本社従業員に限って示したか。）

[単一回答]

n=593

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問11　（問９で1と回答）首都直下地震を想定した帰宅ルールの有無。そのルールの適用状況。

[単一回答]

n=593

593 社, 80.2%

146 社, 19.8%

1.方針を示した（従業員に対して帰宅するよう推奨した又は帰宅しないよう推奨した）

2.方針を示さなかった（従業員の自主的な判断にゆだねた）

399 社, 67.3%

194 社, 32.7%

1.全社的に示したもの 2.本社の従業員に限って示したもの

100 社, 16.9%

50 社, 8.4%

443 社, 74.7% 1.事前に帰宅ルールを決めており、そのルールを適用した

2.事前に帰宅ルールを決めていたが、そのルールは適用しなかった

3.事前に帰宅ルールは決めていなかった

5/23



Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問12　（問9で２と回答）方針を示さなかった理由

n=146 [複数回答]

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問13　従業員の帰宅に関する方針の決定回数

[単一回答]

n=593

13.7 ％

6.8 ％

3.4 ％

28.8 ％

24.7 ％

14.4 ％

3.4 ％

4.8 ％

2.1 ％

2.7 ％

8.2 ％

30.1 ％

26.7 ％

10.3 ％

5.5 ％

1.4 ％

4.1 ％

4.1 ％

11.0 ％

9.6 ％

11.0 ％

19.2 ％

4.8 ％

0.7 ％

2.7 ％

2.1 ％

6.2 ％

4.8 ％

4.1 ％

6.2 ％

7.5 ％

0.7 ％

2.1 ％

2.1 ％

8.9 ％

0.7 ％

4.1 ％

1.4 ％

2.1 ％

1.4 ％

3.4 ％

2.7 ％

0.7 ％

1.4 ％

2.7 ％

3.4 ％

1.4 ％

5.5 ％

0.7 ％

1.4 ％

0.7 ％

2.7 ％

7.5 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％

1.継続すべき業務があったため（40／27.4%）

2.特別な方針を示す程度の災害ではないと判断したため（39／26.7%）

3.終業時間後の帰宅は従業員個人が判断すべきと考えたため（59／40.4%）

4.従業員の帰宅手段・距離は様々であり、統一した方針を示せなかったため（110／

75.3%）

5.交通機関の運行等に関する情報の推移を見守ったため（107／73.3%）

6.方針を出すための判断基準が会社としてあらかじめ決まっていなかったため（80／

54.8%）

7.職場に待機させる根拠がなかっため（業務命令とすべきかどうか判断できなかったた

め）（43／15.1%）

8.その他（22／15.1%）

［重要度］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

１回, 436 社, 73.5%

２回, 117 社, 19.7%

３回, 33 社, 5.6%

４回以上, 7 社, 1.2%
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Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問14　帰宅に関する方針を出した日時（１回目）

[単一回答]

n=593

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問15　帰宅に関する方針の内容（１回目）

[単一回答]

n=593

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問16　帰宅を推奨しなかった理由（１回目）

n=288 [複数回答]

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問17　帰宅を推奨した理由（１回目）

n=458 [複数回答]

18.5 ％

45.5 ％

25.6 ％

5.1 ％

1.3 ％ 1.7 ％ 0.7 ％ 0.5 ％

0.0 ％

10.0 ％

20.0 ％

30.0 ％

40.0 ％

50.0 ％

１
１

日
１

５
時

１
１

日
１

６
時

１
１

日
１

７
時

１
１

日
１

８
時

１
１

日
１

９
時

１
１

日
２

０
時

１
１

日
２

１
時

１
１

日
２

２
時

（％）

3月11日

46 社, 7.8%

135 社, 22.8%

107 社, 18.0%
94 社, 15.9%

122 社, 20.6%

89 社, 15.0%

1.全ての従業員に対して職場に留まるように呼びかけた

2.特に帰宅を希望する従業員以外は、職場に留まるように呼びかけた（事情を抱える従業員は、

帰宅するように呼びかけた）

3.短距離で徒歩帰宅できる従業員以外は、職場に留まるように呼びかけた（短距離で徒歩帰宅

できる従業員は、帰宅するように呼びかけた）

4.災害対応要員以外の従業員は、帰宅するように呼びかけた

5.全ての従業員に対して帰宅するように呼びかけた

6.その他

22.9 ％

1.0 ％

60.1 ％

1.4 ％

7.3 ％

1.0 ％

3.5 ％

2.8 ％

34.4 ％

13.2 ％

25.3 ％

8.7 ％

2.4 ％

1.4 ％

4.2 ％

2.8 ％

14.2 ％

24.0 ％

8.3 ％

15.6 ％

2.4 ％

1.4 ％

7.3 ％

4.9 ％

9.0 ％

2.1 ％

15.3 ％

1.7 ％

0.7 ％

4.2 ％

0.7 ％

3.1 ％

3.1 ％

2.4 ％

1.7 ％

3.8 ％

0.3 ％

0.7 ％

0.7 ％

0.7 ％

2.1 ％

2.4 ％

0.3 ％

0.3 ％

2.1 ％

1.7 ％

0.3 ％

0.3 ％

0.3 ％

0.3 ％

0.7 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

1.長時間（１時間以上）にわたって徒歩で帰宅することは危険と判断したため（223／77.4%）

2.道路が混雑していたため（147／51%）

3.鉄道の全て又は多くが運行していなかったため（276／95.8%）

4.夜になったため（130／45.1%）

5.３月11日以前から首都圏で大地震が発生した場合には職場で待機する方針を決めていたた

め（56／19.4%）

6.入居するビル全体が職場で待機することを勧めていたため（30／10.4%）

7.政府や自治体がむやみに移動を開始せず職場に留まるよう呼びかけていたため（74／

25.7%）

8.その他（20／6.9%）

［重要度］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

40.0 ％

31.9 ％

6.3 ％

14.4 ％

0.2 ％

1.1 ％

6.1 ％

12.7 ％

17.9 ％

3.1 ％

10.5 ％

17.0 ％

0.4 ％

4.8 ％

2.8 ％

3.3 ％

9.8 ％

2.6 ％

4.4 ％

9.4 ％

0.4 ％

5.5 ％

2.0 ％

1.1 ％

1.7 ％

3.5 ％

2.4 ％

3.7 ％

2.0 ％

2.2 ％

0.7 ％

0.4 ％

0.7 ％

0.7 ％

1.3 ％

1.7 ％

0.9 ％

2.2 ％

0.2 ％

0.4 ％

1.1 ％

0.4 ％

0.9 ％

2.2 ％

1.1 ％

0.2 ％

0.4 ％

0.9 ％

1.3 ％

0.2 ％

0.9 ％

1.1 ％

0.2 ％

0.2 ％

2.4 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％

1.早期に帰宅させる方が安全と判断したため（264／57.6%）

2.従業員から帰宅の要望があったため（288／62.9%）

3.会社に備蓄用の食料、飲料水がなかったため（54／11.8%）

4.鉄道の運行が再開したため（122／26.6%）

5.安全に帰れると判断したため（218／47.6%）

6.職場待機は業務命令になることを懸念したため（33／7.2%）

7.周辺の企業が帰宅を開始したため（82／17.9%）

8.その他（65／14.2%）

［重要度］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

11日, 587 社, 

99.0%

12日, 6 社, 

1.0%

n=593
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Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問18　帰宅に関する方針を出した日時（２回目）

[単一回答]

n=157

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問19　帰宅に関する方針の内容（２回目）

[単一回答]

n=157

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問20　帰宅を推奨しなかった理由（２回目）

n=80 [複数回答]

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問21　帰宅を推奨した理由（２回目）

n=112 [複数回答]

7 社, 4.5%

44 社, 28.0%

29 社, 18.5%29 社, 18.5%

10 社, 6.4%

38 社, 24.2% 1.全ての従業員に対して職場に留まるように呼びかけた

2.特に帰宅を希望する従業員以外は、職場に留まるように呼びかけた（事情を抱える従業員は、帰宅するように

呼びかけた）

3.短距離で徒歩帰宅できる従業員以外は、職場に留まるように呼びかけた（短距離で徒歩帰宅できる従業員は、

帰宅するように呼びかけた）

4.災害対応要員以外の従業員は、帰宅するように呼びかけた

5.全ての従業員に対して帰宅するように呼びかけた

6.その他

23.8 ％

3.8 ％

42.5 ％

7.5 ％

5.0 ％

1.3 ％

5.0 ％

11.3 ％

18.8 ％

23.8 ％

20.0 ％

8.8 ％

1.3 ％

1.3 ％

5.0 ％

13.8 ％

15.0 ％

12.5 ％

12.5 ％

2.5 ％

2.5 ％

5.0 ％

8.8 ％

1.3 ％

13.8 ％

1.3 ％

2.5 ％

3.8 ％

1.3 ％

2.5 ％

1.3 ％

1.3 ％

1.3 ％

1.3 ％

3.8 ％

1.3 ％

0.0 ％ 20.0 ％ 40.0 ％ 60.0 ％ 80.0 ％

1.長時間（１時間以上）にわたって徒歩で帰宅することは危険と判断したため（51／63.8%）

2.道路が混雑していたため（41／51.3%）

3.鉄道の全て又は多くが運行していなかったため（61／76.3%）

4.夜になったため（38／47.5%）

5.３月11日以前から首都圏で大地震が発生した場合には職場で待機する方針を決めていたため（8

／10.0%）

6.入居するビル全体が職場で待機することを勧めていたため（5／6.3%）

7.政府や自治体がむやみに移動を開始せず職場に留まるよう呼びかけていたため（14／17.5%）

8.その他（12／15.0%）

［重要度］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

14.3 ％

25.0 ％

0.9 ％

36.6 ％

10.7 ％

0.9 ％

11.6 ％

7.1 ％

19.6 ％

9.8 ％

25.0 ％

1.8 ％

1.8 ％

4.5 ％

10.7 ％

0.9 ％

2.7 ％

8.0 ％

4.5 ％

1.8 ％

0.9 ％

1.8 ％

1.8 ％

0.9 ％

1.8 ％

1.8 ％

0.9 ％

0.9 ％

1.8 ％

0.9 ％

0.9 ％

1.8 ％

0.9 ％

0.9 ％

0.9 ％

0.9 ％

0.9 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％

早期に帰宅させる方が安全と判断したため（31／27.7%）

従業員から帰宅の要望があったため（64／57.1%）

会社に備蓄用の食料、飲料水がなかったため（8／7.1%）

鉄道の運行が再開したため（57／50.9%）

安全に帰れると判断したため（52／46.4%）

職場待機は業務命令になることを懸念したため（4／3.6%）

周辺の企業が帰宅を開始したため（12／10.7%）

その他（17／15.2%）

［重要度］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

3月11日, 

123 社, 

78.3%

3月12日, 34 

社, 21.7%

0.6 ％

6.4 ％

17.8 ％

14.6 ％
13.4 ％

4.5 ％

10.2 ％

5.1 ％
5.7 ％

0.6 ％
0.6 ％

2.5 ％
1.9 ％

3.2 ％

5.1 ％

3.2 ％
1.9 ％

0.0 ％

5.0 ％

10.0 ％

15.0 ％

20.0 ％

１
１

日
１

５
時

１
１

日
１

６
時

１
１

日
１

７
時

１
１

日
１

８
時

１
１

日
１

９
時

１
１

日
２

０
時

１
１

日
２

１
時

１
１

日
２

２
時

１
１

日
２

３
時

１
２

日
０

時

１
２

日
１

時

１
２

日
２

時

１
２

日
３

時

１
２

日
４

時

１
２

日
５

時

１
２

日
６

時

１
２

日
７

時

１
２

日
８

時

１
２

日
９

時

１
２

日
１

０
時

（％）

3月11日 ｜ 3月12日

n=157
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Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問18　帰宅に関する方針を出した日時（３回目）

[単一回答]

n=40

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問19　帰宅に関する方針の内容（３回目）

[単一回答]

n=40

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問20　帰宅を推奨しなかった理由（３回目）

n=16 [複数回答]

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問21　帰宅を推奨した理由（３回目）

n=29 [複数回答]

3 社, 7.5%

9 社, 22.5%

4 社, 10.0%

9 社, 22.5%

7 社, 17.5%

8 社, 20.0%

1.全ての従業員に対して職場に留まるように呼びかけた

2.特に帰宅を希望する従業員以外は、職場に留まるように呼びかけた（事情を抱える従業員は、帰宅するように

呼びかけた）
3.短距離で徒歩帰宅できる従業員以外は、職場に留まるように呼びかけた（短距離で徒歩帰宅できる従業員

は、帰宅するように呼びかけた）
4.災害対応要員以外の従業員は、帰宅するように呼びかけた

5.全ての従業員に対して帰宅するように呼びかけた

6.その他

25.0 ％

6.3 ％

56.3 ％

12.5 ％

25.0 ％

12.5 ％

12.5 ％

25.0 ％

12.5 ％

25.0 ％

18.8 ％

12.5 ％

12.5 ％

6.3 ％

18.8 ％

12.5 ％

6.3 ％

12.5 ％

6.3 ％

6.3 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％

1.長時間（１時間以上）にわたって徒歩で帰宅することは危険と判断したため（13／81.3%）

2.道路が混雑していたため（9／56.3%）

3.鉄道の全て又は多くが運行していなかったため（14／87.5%）

4.夜になったため（10／62.5%）

5.３月11日以前から首都圏で大地震が発生した場合には職場で待機する方針を決めていたため（2

／12.5%）

6.入居するビル全体が職場で待機することを勧めていたため（1／6.3%）

7.政府や自治体がむやみに移動を開始せず職場に留まるよう呼びかけていたため（1／6.3%）

8.その他（2／12.5%）

［重要度］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

3.4 ％

17.2 ％

65.5 ％

10.3 ％

3.4 ％

3.4 ％

20.7 ％

17.2 ％

27.6 ％

3.4 ％

20.7 ％

6.9 ％

3.4 ％

13.8 ％

3.4 ％

3.4 ％

3.4 ％

3.4 ％

3.4 ％

3.4 ％3.4 ％

3.4 ％

6.9 ％

3.4 ％

3.4 ％

3.4 ％
3.4 ％

3.4 ％

3.4 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％

1.早期に帰宅させる方が安全と判断したため（10／34.5%）

2.従業員から帰宅の要望があったため（15／51.7%）

3.会社に備蓄用の食料、飲料水がなかったため（3／10.3%）

4.鉄道の運行が再開したため（25／86.2%）

5.安全に帰れると判断したため（18／62.1%）

6.職場待機は業務命令になることを懸念したため（2／6.9%）

7.周辺の企業が帰宅を開始したため（4／13.8%）

8.その他（2／6.9%）

［重要度］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

11日, 21 社, 

52.5%

12日, 19 社, 

47.5%

2.5 ％

12.5 ％

5.0 ％

10.0 ％

17.5 ％

5.0 ％

10.0 ％

15.0 ％

10.0 ％

7.5 ％

2.5 ％

0.0 ％

5.0 ％

10.0 ％

15.0 ％

20.0 ％

１
１

日
１

５
時

１
１

日
１

６
時

１
１

日
１

７
時

１
１

日
１

８
時

１
１

日
１

９
時

１
１

日
２

０
時

１
１

日
２

１
時

１
１

日
２

２
時

１
１

日
２

３
時

１
２

日
０

時

１
２

日
１

時

１
２

日
２

時

１
２

日
３

時

１
２

日
４

時

１
２

日
５

時

１
２

日
６

時

１
２

日
７

時

１
２

日
８

時

１
２

日
９

時

１
２

日
１

０
時

（％）

3月11日 ｜ 3月12日

n=40
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Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問18　帰宅に関する方針を出した日時（４回目）

[単一回答]

n=7

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問19　帰宅に関する方針の内容（４回目）

[単一回答]

n=7

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問20　帰宅を推奨しなかった理由（４回目）

n=3 [複数回答]

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問21　帰宅を推奨した理由（４回目）

n=6 [複数回答]

3 社, 42.9%

1 社, 14.3%

2 社, 28.6%

1 社, 14.3%

1.全ての従業員に対して職場に留まるように呼びかけた

2.特に帰宅を希望する従業員以外は、職場に留まるように呼びかけた（事情を抱える従業員

は、帰宅するように呼びかけた）

3.短距離で徒歩帰宅できる従業員以外は、職場に留まるように呼びかけた（短距離で徒歩帰

宅できる従業員は、帰宅するように呼びかけた）

4.災害対応要員以外の従業員は、帰宅するように呼びかけた

5.全ての従業員に対して帰宅するように呼びかけた

6.その他

66.7 ％

0.0 ％

33.3 ％

0.0 ％

0.0 ％

0.0 ％

66.7 ％

33.3 ％

33.3 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％

1.長時間（１時間以上）にわたって徒歩で帰宅することは危険と判断したため（2／66.7%）

2.道路が混雑していたため（／0.0%）

3.鉄道の全て又は多くが運行していなかったため（2／66.7%）

4.夜になったため（2／66.7%）

5.３月11日以前から首都圏で大地震が発生した場合には職場で待機する方針を決めていたため

（0／0.0%）

6.入居するビル全体が職場で待機することを勧めていたため（0／0.0%）

7.政府や自治体がむやみに移動を開始せず職場に留まるよう呼びかけていたため（1／33.3%）

8.その他（0／0.0%）

［重要度］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

33.3 ％

33.3 ％

16.7 ％

0.0 ％

16.7 ％

16.7 ％

16.7 ％

50.0 ％

33.3 ％

16.7 ％

16.7 ％

16.7 ％

16.7 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％

1.早期に帰宅させる方が安全と判断したため（3／50.0%）

2.従業員から帰宅の要望があったため（3／50.0%）

3.会社に備蓄用の食料、飲料水がなかったため（1／16.7%）

4.鉄道の運行が再開したため（3／50.0%）

5.安全に帰れると判断したため（5／83.3%）

6.職場待機は業務命令になることを懸念したため（0／0.0%）

7.周辺の企業が帰宅を開始したため（1／16.7%）

8.その他（1／16.7%）

［重要度］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

11日, 3 社, 

42.9%12日, 4 社, 

57.1%

14.3 ％

28.6 ％

14.3 ％
14.3 ％

14.3 ％ 14.3 ％

0.0 ％

10.0 ％

20.0 ％

30.0 ％

１
１

日
１

５
時

１
１

日
１

６
時

１
１

日
１

７
時

１
１

日
１

８
時

１
１

日
１

９
時

１
１

日
２

０
時

１
１

日
２

１
時

１
１

日
２

２
時

１
１

日
２

３
時

１
２

日
０

時

１
２

日
１

時

１
２

日
２

時

１
２

日
３

時

１
２

日
４

時

１
２

日
５

時

１
２

日
６

時

１
２

日
７

時

１
２

日
８

時

１
２

日
９

時

１
２

日
１

０
時

１
２

日
１

１
時

１
２

日
１

２
時

１
２

日
１

３
時

１
２

日
１

４
時

（％）

3月11日 ｜ 3月12日

n=7
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Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問22　従業員の帰宅状況の割合

n=739

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問22　従業員の帰宅状況の割合

n=739

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問22　従業員の帰宅状況の割合

n=739

13.9 ％

16.9 ％

12.0 ％

10.1 ％

6.0 ％

8.0 ％8.4 ％
9.2 ％

6.1 ％

4.7 ％4.6 ％

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

０％１０％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％１００％

（
％

）

普段の通勤で鉄道を使っていて、鉄道の運行再開前に帰宅した従業員の割合

17.1 ％

11.8 ％12.2 ％

10.1 ％

8.5 ％
7.7 ％7.7 ％

9.1 ％

8.0 ％

6.0 ％

1.9 ％

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

０％１０％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％１００％

（
％

）

普段の通勤で鉄道を使っていて、鉄道の運行再開まで職場に待機した後帰宅した従業員の割合

35.0 ％

24.6 ％

10.8 ％

7.3 ％

3.7 ％3.0 ％3.0 ％2.4 ％1.9 ％
3.0 ％

5.3 ％

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

０％１０％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％１００％

（
％

）

その他・不明（通勤に鉄道を利用していない等）の従業員の割合

11/23



Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問23　鉄道の運行再開前に帰宅する従業員への支援

n=636 [複数回答]

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問24　徒歩で帰宅する従業員に対してのルールの提示

n=636 [複数回答]

Ⅱ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の従業員への対応 
問25　職場に待機する従業員に対する支援

n=613 [複数回答]

14.3 ％

15.3 ％

28.0 ％

26.7 ％

4.6 ％

18.1 ％

49.1 ％

0 10 20 30 40 50

1.非常用持ち出し袋を配布した（n=91）

2.ヘルメットを配布した（n=97）

3.食料を配布した（n=178）

4.飲料水を配布した（n=170）

5.帰宅支援マップを配布した（n=29）

6.その他（n=115）

7.特に支援はしていない（n=312）

（％）

30.2 ％

17.6 ％

23.0 ％

9.3 ％

49.2 ％

0 10 20 30 40 50

1.同帰宅方向のグループで帰宅するようにした（n=192）

2.女性従業員が一人で帰宅しないようなグループ編成で帰宅するようにした（n=112

）

3.帰宅後に上長等に報告するルールとした（n=146）

4.その他（n=59）

5.特にルールは示さなかった（n=313）
（％）

76.5 ％

64.8 ％

25.4 ％

25.1 ％

77.5 ％

68.7 ％

45.7 ％

6.9 ％

4.6 ％

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1.待機スペース（会議室等）を開放した（n=469）

2.ＴＶを放映した（n=397）

3.地震情報、被害情報、交通機関の運行再開情報などをイントラネット等で情報提供した…

4.地震情報、被害情報、交通機関の運行再開情報などを逐次社内で放送等をした（n=154）

5.食料を提供した（n=475）

6.飲料水を提供した（n=421）

7.毛布、寝袋等の宿泊用品を提供した（n=280）

8.その他（n=42）

9.特になし（n=28）
（％）
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Ⅲ．従業員に対する帰宅困難者対策の取組

問27　首都直下地震時の従業員の帰宅ルール

[単一回答]

n=739

Ⅲ．従業員に対する帰宅困難者対策の取組
問28　（問27で4、5と回答）従業員を早期に帰宅させる理由

n=105 [複数回答]

Ⅲ．従業員に対する帰宅困難者対策の取組
問29　帰宅困難者対策の実施状況

n=739 [複数回答]

Ⅲ．従業員に対する帰宅困難者対策の取組
問30　主な備蓄品ごとの備蓄量（全従業員あたり）[単一回答]

飲料水 食料

災害用トイレ 毛布

52 社, 7.0%

270 社, 36.5%

185 社, 25.0%

59 社, 8.0%

46 社, 6.2%

13 社, 1.8%

76 社, 10.3%
38 社, 5.1%

1.全ての従業員に対して翌朝以降又は交通機関の運行が回復するまで職場に待機させる

2.特に帰宅を希望する従業員以外は、１．のように職場に待機させる

3.短距離で徒歩帰宅できる従業員以外は、１．のように職場に待機させる

4.災害対応要員以外の従業員は、早期に帰宅させる

5.全ての従業員を早期に帰宅させる

6.終業時間までは基本的に職場に待機させるが、終業時間後については従業員の判断にゆだねる

7.その他

8.特にルールは考えていない

53.3 ％

22.9 ％

28.6 ％

9.5 ％

28.6 ％

0 10 20 30 40 50 60

1.３月11日に徒歩帰宅が可能であったため（n=56）

2.職場に待機させることが社屋の耐震性などの面から安全でないため（n=24）

3.会社に従業員向けの食料、飲料水等の備蓄がないため（n=30）

4.終業時間後も職場に待機させることは、超過勤務や業務命令などの労務管理上の問題があるた…

5.その他（n=30） （％）

58.3 ％

13.0 ％

46.5 ％

35.2 ％

23.0 ％

14.3 ％

8.3 ％

11.4 ％

11.1 ％

1.6 ％

13.0 ％

9.7 ％

15.3 ％

16.0 ％

18.1 ％

9.6 ％

2.4 ％

9.7 ％

7.8 ％

0.8 ％

13.3 ％

23.3 ％

20.6 ％

20.8 ％

26.0 ％

38.8 ％

36.0 ％

32.3 ％

36.4 ％

1.5 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

10.その他（29／3.9%）

３月11日より前か

ら実施している

３月11日を契機と

して実施した

３月11日を契機と

して実施を検討して

いる

半日分未

満, 42 社, 

6.7%

半日分, 

29 社, 

4.6%

１日分, 

139 社, 

22.2%

２日分, 

112 社, 

17.9%

３日分以

上, 249 

社, 39.8%

７日分以

上, 23 社, 

3.7%

備蓄はな

い, 31 社, 

5.0%

半日分未

満, 53 社, 

8.5% 半日分, 30 

社, 4.8%

１日分, 

136 社, 

21.8%

２日分, 97 

社, 15.5%

３日分以

上, 226 

社, 36.2%

７日分以

上, 12 社, 

1.9%

備蓄はな

い, 71 社, 

11.4%

半日分未

満, 39 社, 

6.2%

半日分, 9 

社, 1.4%

１日分, 83 

社, 13.3%

２日分, 44 

社, 7.0%

３日分以

上, 145 

社, 23.2%
７日分以

上, 12 社, 

1.9%

備蓄はな

い, 293 社, 

46.9%

半日分未

満, 96 社, 

15.4%
半日分, 20 

社, 3.2%

１日分, 

120 社, 

19.2%

２日分, 34 

社, 5.4%
３日分以

上, 117 

社, 18.7%

７日分以

上, 27 社, 

4.3%

備蓄はな

い, 211 社, 

33.8%

n=625 n=625

n=625 n=625
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Ⅲ．従業員に対する帰宅困難者対策の取組
問31　什器類の転倒・落下防止対策状況

n=739 [単一回答]

Ⅲ．従業員に対する帰宅困難者対策の取組
問32　ガラスの飛散防止対策状況

n=739 [単一回答]

Ⅲ．従業員に対する帰宅困難者対策の取組
問33　自家発電設備の整備状況 問33付問　自家発電設備の電力供給時間

[単一回答] [単一回答]

n=739 n=261

Ⅲ．従業員に対する帰宅困難者対策の取組
問34　従業員の帰宅困難者対策の検討・実施に関する自治体等への要望

n=739 [複数回答]

230 社, 31.1%

31 社, 4.2%

411 社, 55.6%

37 社, 5.0%

30 社, 4.1%

1.３月11日より前から整備している

2.３月11日を契機として整備した

3.整備していない

4.整備しているかどうかわからない（建物所有者等に確認が必要等）

5.今後整備する予定である

３時間未満, 48 

社, 18.4%

３時間以上６時

間未満, 42 社, 

16.1%

６時間以上12時

間未満, 35 社, 

13.4%12時間以上24

時間未満, 27 

社, 10.3%

24時間以上, 93 

社, 35.6%

わからない, 16 

社, 6.1%

56.7 ％

70.6 ％

47.8 ％

32.1 ％

54.7 ％

34.9 ％

28.4 ％

3.9 ％

4.9 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％

1.帰宅困難者の受入施設の増加（419）

2.帰宅困難者の受入施設の情報発信（522）

3.一斉帰宅抑制の必要性の周知広報（353）

4.職場待機の条例化などの明確なルール化（237）

5.職場における備蓄への費用補助（404）

6.自家発電設備設置への費用補助（258）

7.社屋の耐震化への費用補助（210）

8.その他（29）

9.特になし（36）

37.3 ％

19.8 ％

8.5 ％

8.4 ％

20.6 ％

4.7 ％

13.5 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％

ほぼすべてのロッカーや書棚、ＯＡ機器等の転倒・落下防止対策(491/66.4%)

一部のロッカーや書棚、ＯＡ機器等の転倒・落下防止対策(243/32.9%))

対策も検討もしていない(100/13.5%)

３月11日より前から実施している

３月11日を契機として実施した

３月11日を契機として実施を検討している

対策も検討もしていない

18.1 ％

14.7 ％

2.4 ％

4.5 ％

13.5 ％

6.2 ％

44.5 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％

ほぼすべての窓や書棚等のガラスの飛散防止対策(252/34.1%)

一部の窓や書棚等のガラスの飛散防止対策(188/25.4%)

対策も検討もしていない(329/44.5%)

３月11日より前から実施している

３月11日を契機として実施した

３月11日を契機として実施を検討している

対策も検討もしていない
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Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問35－１　地震発生時の本社の社屋内の在館者への対応

[単一回答]

n=739

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問35－１付問　（問35-1で１～３と回答）その判断をした日時

[単一回答]

n=342

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問35－２　地震後に来館した地域の帰宅困難者への対応

[単一回答]

n=739

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問35－２付問　（問35-2で１～４と回答）その判断をした日時

[単一回答]

n=78

267 社, 36.1%

21 社, 2.8%
54 社, 7.3%145 社, 19.6%

252 社, 34.1%

1.鉄道の運行が再開されるまで、社屋内に留まっていただいて構わないこととした

2.通常の営業時間（就業時間）中は留まっていただいて構わないこととしたが、その後は社屋外に誘導し

た

3.地震から間もないうちに社屋外へ誘導した

4.特段の行為はしなかった

5.従業員以外の者は平常時からほとんど社屋にはいない

39.5 ％

27.8 ％

19.9 ％

5.0 ％
2.9 ％ 2.0 ％ 1.5 ％ 0.0 ％ 0.9 ％

0.0 ％

10.0 ％

20.0 ％

30.0 ％

40.0 ％

50.0 ％
１

１
日

１
５

時

１
１

日
１

６
時

１
１

日
１

７
時

１
１

日
１

８
時

１
１

日
１

９
時

１
１

日
２

０
時

１
１

日
２

１
時

１
１

日
２

２
時

１
１

日
２

３
時

3月11日

21 社, 2.8%
49 社, 6.6%

6 社, 0.8%
2 社, 0.3%

21 社, 2.8%

640 社, 86.6%

1.鉄道の運行が再開されるまで、地域の帰宅困難者を積極的に社屋内に受け入れ、留まっていただいて構わな

いこととした

2.自主的に来訪された方は、鉄道の運行が再開されるまで、社屋内に留まっていただいて構わないこととした

3.通常の営業時間（就業時間）中は留まって構わないこととしたが、その後は社屋外に誘導した

4.社屋内に受け入れて留まっていただくことはできなかったが、飲料水やトイレの提供などの支援は行った

5.社屋内に入れることはしなかった

6.地震後に来訪者はほとんどいなかった

11日, 340 社, 

99%

12日, 2 社, 

1%

12.8 ％

20.5 ％

30.8 ％

10.3 ％
11.5 ％

3.8 ％ 3.8 ％
2.6 ％

1.3 ％

0.0 ％

10.0 ％

20.0 ％

30.0 ％

40.0 ％

１
１

日
１

５
時

１
１

日
１

６
時

１
１

日
１

７
時

１
１

日
１

８
時

１
１

日
１

９
時

１
１

日
２

０
時

１
１

日
２

１
時

１
１

日
２

２
時

１
１

日
２

３
時

3月11日

11日, 76 社, 

97.4%

12日, 2 社, 

2.6%

n=342

n=78
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Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問35－３　一都三県に所在する他の事業所への対応

[単一回答]

n=513

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問35－３付問　（問35-3で１～５と回答）その判断をした日時

[単一回答]

n=58

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問36　（問35-1で１と回答）「本社の社屋内の在館者に対して、鉄道の運行が再開されるまで社内に留まっていただいて構わないこととした」理由

n=267 [複数回答]

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問37　（問35-2で１と回答）「鉄道の運行が再開されるまで地域の帰宅困難者を積極的に受け入れ、留まっていただいてかまわないこととした」理由

n=21 [複数回答]

40 社, 7.8%

8 社, 1.6%

2 社, 0.4%

6 社, 1.2%
2 社, 0.4%

162 社, 31.6%

151 社, 29.4%

142 社, 27.7%

1.在館者については、鉄道の運行が再開されるまで、事業社内に留まっていただくように統一して指示し

た

2.在館者については、事業所外へ誘導するように統一して指示した

3.鉄道の運行が再開されるまで、地域の帰宅困難者を積極的に事業所内に受け入れるように統一して指

示した

4.自主的に来訪された方は、鉄道の運行が再開されるまで、事業所内に受け入れるように統一して指示し

た

5.地域の帰宅困難者に対して、受け入れはできないが、飲料水やトイレの提供などの支援を行うよう統一

して指示した

6.事業所ごとに適切に対応するよう指示した

7.特段の指示はしていない

8.従業員以外の者は平常時からほとんど事業所にはいない

80.1 ％

2.2 ％

3.0 ％

13.5 ％

1.1 ％

12.7 ％

7.1 ％

5.2 ％

1.1 ％

45.7 ％

1.1 ％

1.5 ％

4.5 ％

4.9 ％

0.7 ％

10.5 ％

0.4 ％

2.6 ％

2.2 ％

0.4 ％

0.4 ％

0.7 ％

2.6 ％

0.4 ％

1.1 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

1.在館者の安全確保のため（252／94.4%）

2.本社社屋の周辺に帰宅困難者があふれていたため（46／17.2%）

3.自社であらかじめ決めていた対応ルールに従ったため（41／15.4%）

4.自治体から要請があったため（13／4.9%）

5.企業の社会的責任として（187／70.0%）

6.その他（11／4.1%）

［重要度］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

57.1 ％

4.8 ％

4.8 ％

28.6 ％

4.8 ％

14.3 ％

14.3 ％

23.8 ％

9.5 ％

14.3 ％

9.5 ％

9.5 ％

4.8 ％

4.8 ％

9.5 ％

4.8 ％

4.8 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％

1.地域の帰宅困難者の安全確保のため（18／85.7%）

2.本社社屋の周辺に帰宅困難者があふれていたため（8／38.1%）

3.自社であらかじめ決めていた対応ルールに従ったため（1／4.8%）

4.自治体から要請があったため（1／4.8%）

5.企業の社会的責任として（13／61.9%）

6.比較的社屋の空間に余裕があったため（5／23.8%）

7.その他（1／4.8%）

［重要度］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

25.9 ％

32.8 ％

27.6 ％

5.2 ％

1.7 ％

5.2 ％

0.0 ％ 0.0 ％ 0.0 ％
0.0 ％

10.0 ％

20.0 ％

30.0 ％

40.0 ％

１
１

日
１

５
時

１
１

日
１

６
時

１
１

日
１

７
時

１
１

日
１

８
時

１
１

日
１

９
時

１
１

日
２

０
時

１
１

日
２

１
時

１
１

日
２

２
時

１
１

日
２

３
時

3月11日

11日, 57 社, 

98%

12日, 1 社, 

2%

n=58
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Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問38　（問35-2で２と回答）「自主的に来訪された方は、鉄道の運行が再開されるまで社屋内に留まっていただいて構わないこととした」理由

n=49 [複数回答]

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問39　本社社屋内に留まった在館者や地域の帰宅困難者に対する支援の実施状況

n=280 [複数回答]

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問40　（問35-1で３と回答）「地震から間もないうちに社屋外へ誘導した」理由

n=54 [複数回答]

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問41　（問35-2で５と回答）「社屋内に入れることはしなかった」理由

n=21 [複数回答]

62.1 ％

8.6 ％

33.6 ％

7.5 ％

19.3 ％

0.0 ％

55.0 ％

12.1 ％

14.3 ％

0 10 20 30 40 50 60 70

1.備蓄していた食料・飲料水を提供した（174）

2.商品のうち飲食物を無償提供した（24）

3.毛布を提供した（94）

4.救急用品を提供した（21）

5.電話を無償で利用可能とした（54）

6.自治体等から入手した物資を提供した

7.地震、交通機関の情報を提供した（154）

8.その他その他の内容（34）

9.特になし（40）

（％）

57.1 ％

8.2 ％

6.1 ％

28.6 ％

14.3 ％

4.1 ％

53.1 ％

8.2 ％

2.0 ％

6.1 ％

2.0 ％

2.0 ％

8.2 ％

14.3 ％

2.0 ％

2.0 ％

2.0 ％

4.1 ％

2.0 ％

2.0 ％

2.0 ％

4.1 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

1.地域の帰宅困難者の安全確保のため（35／71.4%）

2.本社社屋の周辺に帰宅困難者があふれていたため（n=8／16.3%）

3.自社であらかじめ決めていた対応ルールに従ったため（8／16.3%）

4.自治体から要請があったため（4／8.2%）

5.企業の社会的責任として（44／89.8%）

6.比較的社屋の空間に余裕があったため（14／28.6%）

7.その他（2／4.1%）

［重要度］１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

38.9 ％

5.6 ％

5.6 ％

3.7 ％

1.9 ％

1.9 ％

3.7 ％

18.5 ％

20.4 ％

9.3 ％

18.5 ％

1.9 ％

5.6 ％

1.9 ％

1.9 ％

7.4 ％

3.7 ％

1.9 ％

1.9 ％

1.9 ％

3.7 ％

5.6 ％

3.7 ％

1.9 ％

11.1 ％

7.4 ％

1.9 ％

7.4 ％

1.9 ％

1.9 ％

1.9 ％

3.7 ％

3.7 ％

1.9 ％

1.9 ％

1.9 ％

5.6 ％

1.9 ％

1.9 ％

3.7 ％

1.9 ％

1.9 ％

1.9 ％

3.7 ％

1.9 ％

1.9 ％

3.7 ％

3.7 ％

1.9 ％

1.9 ％

1.9 ％

1.9 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％

1.建物の耐震性が不安であったため（29／53.7%）

2.地震によって建物の損傷や落下物があったため（18／33.3%）

3.在館者に留まっていただける空間が無かったため（8／14.8%）

4.対応する要員がいなかったため（10／18.5%）

5.食料、飲料水の備蓄がなかったため（12／22.2%）

6.本社社屋のセキュリティーに問題があったため（8／14.8%）

7.在館者の怪我人等に対応できないため（11／20.4%）

8.事業の再開に支障をきたす恐れがあったため（6／11.1%）

9.社屋、設備、商品の損壊等が懸念されたため（23／42.6%）

10.その他（14／25.9%）

［重要度］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

10位

4.8 ％

14.3 ％

14.3 ％

19.0 ％

9.5 ％

9.5 ％

28.6 ％

4.8 ％

4.8 ％

4.8 ％

9.5 ％

9.5 ％

4.8 ％

9.5 ％

9.5 ％

14.3 ％

4.8 ％

9.5 ％

4.8 ％

4.8 ％

9.5 ％

9.5 ％

4.8 ％ 4.8 ％

0.0 ％

4.8 ％

4.8 ％

4.8 ％

9.5 ％

4.8 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％

1.建物の耐震性が不安であったため（4／19.0%）

2.地震によって建物の損傷や落下物があったため（5／23.8%）

3.外部からの帰宅困難者に留まっていただける空間が無かったため（9／42.9%）

4.対応する要員がいなかったため（9／42.9%）

5.食料、飲料水の備蓄がなかったため（5／23.8%）

6.本社社屋のセキュリティーに問題があったため（6／28.6%）

7.怪我人等に対応できないため（5／23.8%）

8.事業の再開に支障をきたす恐れがあったため（2／9.5%）

9.社屋、設備、商品の損壊等が懸念されたため（4／19.0%）

10.その他（6／28.6%）

［重要度］１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

10位
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Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問42　帰宅困難者の受け入れについての外部への情報発信の有無

[単一回答]

n=23

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問43　（問42で１と回答）情報発信した理由

n=1 [複数回答]

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問44　（問42で１と回答）情報発信の手段

n=1 [複数回答]

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問45　（問42で２と回答）情報発信しなかった理由

n=22 [複数回答]

1.情報発信した, 

1 社, 4.3%

2.情報発信しな

かった, 22 社, 

95.7%

0.0 ％

0.0 ％

0.0 ％

100.0 ％

0.0 ％ 10.0 ％20.0 ％30.0 ％40.0 ％50.0 ％60.0 ％70.0 ％80.0 ％90.0 ％100.0 ％

1.地域の帰宅困難者をより多く受け入れるため（0）

2.自治体等から要請があったため（0）

3.他の企業が情報発信していたため（0）

4.その他（1）

0.0 ％

0.0 ％

0.0 ％

100.0 ％

0.0 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

1.自治体を通じて情報発信した（0）

2.マスコミを通じて情報発信した（0）

3.自社ホームページで情報発信した（0）

4.周辺の滞留者に呼び掛けた（1）

5.その他（0）

50.0 ％

9.1 ％

31.8 ％

36.4 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％

1.施設に余裕のある空間が少なかったから（11）

2.周囲の事業者が対応をしていなかったから（2）

3.混乱の発生が懸念されたから（7）

4.その他（8）
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Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問46　帰宅困難者を留めたり沿道で支援した事業所数

＜事業所数＞

＜企業数＞

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問47　事業所内に留まった人の最大人数（全事業所の合計）

[単一回答]

n=207

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問47　事業所内に留まった人数のうち最も多かった事業所における人数

[単一回答]

n=207

～１０人, 62 社, 30.0%

１１～２９人, 28 社, 13.5%

２９～４９人, 13 社, 6.3%
５０～９９人, 15 社, 7.2%

１００～１９９人, 17 社, 8.2%

２００～２９９人, 8 社, 3.9%

３００～４９９人, 12 社, 5.8%

５００人～, 29 社, 14.0%

無回答, 23 社, 11.1%

～１０人, 62 社, 30.0%

１１～２９人, 28 社, 13.5%

２９～４９人, 14 社, 6.8%

５０～９９人, 20 社, 9.7%

１００～１９９人, 15 社, 7.2%

２００～２９９人, 12 社, 5.8%

３００～４９９人, 10 社, 4.8%

５００人～, 22 社, 10.6%

無回答, 24 社, 11.6%

一都
三県

合計 合計 23区 多摩地区 その他地域 合計
横浜
市

川崎
市

相模
原市

その
他地
域

合計
さい
たま
市

その
他地
域

合計
千葉
市

その他地
域

事業所数 8155 4128 3288 716 124 1655 758 273 91 533 1106 300 806 1266 318 948

うち在館者を留めた
事業所数

事業所数 971 570 504 54 12 204 115 31 10 48 88 40 48 109 49 60

 （％） 11.9% 13.8% 15.3% 7.5% 9.7% 12.3% 15.2% 11.4% 11.0% 9.0% 8.0% 13.3% 6.0% 8.6% 15.4% 6.3%

うち地域の帰宅困難
者を留めた事業所数

事業所数 111 77 71 4 2 16 11 0 1 4 7 3 4 11 4 7

 （％） 1.4% 1.9% 2.2% 0.6% 1.6% 1.0% 1.5% 0.0% 1.1% 0.8% 0.6% 1.0% 0.5% 0.9% 1.3% 0.7%

うち沿道で支援を
行った事業所数

事業所数 285 264 113 50 101 21 13 2 1 5 0 0 0 0 0 0

 （％） 3.5% 6.4% 3.4% 7.0% 81.5% 1.3% 1.7% 0.7% 1.1% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

東京都所在 神奈川県所在 埼玉県所在 千葉県所在

一都
三県

合計 合計 23区 多摩地区 その他地域 合計
横浜
市

川崎
市

相模
原市

その
他地
域

合計
さい
たま
市

その
他地
域

合計
千葉
市

その他地
域

企業数 1526 584 432 123 29 411 185 81 40 105 268 134 134 263 133 130

うち在館者を留めた事業

所のある企業数 企業数 389 205 176 27 2 91 47 17 9 18 47 25 22 46 26 20

 （％） 25.5% 35.1% 40.7% 22.0% 6.9% 22.1% 25.4% 21.0% 22.5% 17.1% 17.5% 18.7% 16.4% 17.5% 19.5% 15.4%
うち地域の帰宅困難者を
留めた事業所のある企業

数
企業数 78 49 44 4 1 15 10 0 1 4 6 3 3 8 3 5

 （％） 5.1% 8.4% 10.2% 3.3% 3.4% 3.6% 5.4% 0.0% 2.5% 3.8% 2.2% 2.2% 2.2% 3.0% 2.3% 3.8%

うち沿道で支援を行った
事業所のある企業数 企業数 12 8 5 1 2 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

 （％） 0.8% 1.4% 1.2% 0.8% 6.9% 1.0% 0.5% 1.2% 2.5% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

東京都所在 神奈川県所在 埼玉県所在 千葉県所在
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Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問48　事業所における在館者や地域の帰宅困難者への支援

n=209 [複数回答]

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問49　事業所における沿道の帰宅困難者に対する支援の実施状況

n=5 [複数回答]

Ⅳ．3月11日の東北地方太平洋沖地震の際の在館者（お客様や利用者）や地域の帰宅困難者への対応 
問50　従業員以外の方を事業所に留めたことで困ったこと

n=207 [複数回答]

53.1 ％

3.8 ％

6.2 ％

0.5 ％

4.3 ％

0.5 ％

22.5 ％

11.0 ％

8.6 ％

3.3 ％

18.7 ％

1.0 ％

10.0 ％

22.0 ％

1.4 ％

3.8 ％

2.4 ％

6.2 ％

1.0 ％

2.4 ％

16.3 ％

0.5 ％

1.0 ％

0.5 ％

2.4 ％

0.5 ％

2.4 ％

0.5 ％

1.4 ％

1.0 ％

0.5 ％

0.5 ％

1.0 ％

0.5 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％

1.備蓄していた食料・飲料水を提供した（139／66.5%）

2.商品のうち飲食物を無償提供した（23／11.0%）

3.毛布を提供した（71／34.0%）

4.救急用品を提供した（8／3.8%）

5.電話を無償で利用可能とした（40／19.1%）

6.自治体等から入手した物資を提供した（2／1.0%）

7.地震、交通機関の情報を提供した（127／60.8%）

8.その他（32／15.3%）

［該当事業所

が多い順］
１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

20.0 ％

0.0 ％

60.0 ％

0.0 ％

0.0 ％

0.0 ％

40.0 ％

20.0 ％

60.0 ％

20.0 ％

20.0 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

1.備蓄していた食料・飲料水を提供した（1／20.0%）

2.商品のうち飲食物を無償提供した（0／0.0%）

3.トイレを提供した（3／60.0%）

4.水道を利用可能とした（2／40.0%）

5.救急用品を提供した（0／0.0%）

6.電話を無償で使用可能とした（0／0.0%）

7.自治体等が開設する避難所・待機所を案内した（0／0.0%）

8.地震、交通機関の情報を提供した（4／80.0%）

9.その他（2／40.0%）

［該当事業所

が多い順］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

1.0 ％

1.9 ％

0.0 ％

7.2 ％

89.4 ％

0.5 ％

0.0 ％ 20.0 ％ 40.0 ％ 60.0 ％ 80.0 ％ 100.0 ％

1.営業フロアを開放したため、翌日の営業ができなかった（n=2）

2.不眠で対応したため、翌日営業の従業員が確保できなかった（n=4）

3.事業所内が汚れ、破損した

4.その他（n=15）

5.特になし（n=185）

無回答（n=1）
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Ⅴ．首都直下地震発生時の在館者や地域の帰宅困難者への対応に関する取組
問51　首都直下地震発生時の在館者の事業所内の待機ルール

[単一回答]

n=739

Ⅴ．首都直下地震発生時の在館者や地域の帰宅困難者への対応に関する取組
問52　（問51で1又は2と回答）社屋内へ待機させる理由

n=307 [複数回答]

Ⅴ．首都直下地震発生時の在館者や地域の帰宅困難者への対応に関する取組
問53　外部からの来訪者への対応

[単一回答]

n=739

116 社, 15.7%

191 社, 25.8%

32 社, 4.3%180 社, 24.4%

169 社, 22.9%

38 社, 5.1%
13 社, 1.8%

1.建物に被害がなければ、全ての在館者に対して翌朝以降又は交通機関の運行が回復するまで社屋内に

待機させる

2.移動を希望する在館者以外は、１．のように社屋内に待機させる

3.地震発生後、速やかに建物外へ誘導する

4.基本は一時的に社屋内に待機させるが、その後は在館者の判断にゆだねる

5.従業員以外の者は平常時からほとんど社屋にいない

6.その他

7.特にルールは考えていない

47 社, 6.4%

480 社, 65.0%

107 社, 14.5%

105 社, 14.2%

1.積極的に受け入れた上で、在館者と同様の対応をとる

2.自主的に来訪した方については、在館者と同様の対応をとる

3.外部からの来訪者は、建物内に受け入れない

4.その他

94.5 ％

3.6 ％

0.7 ％

1.3 ％

2.3 ％

42.0 ％

0.3 ％

7.8 ％

0.7 ％

0.3 ％

0.7 ％

2.6 ％

3.6 ％

7.2 ％

1.3 ％

0.3 ％

1.6 ％

2.9 ％

2.0 ％

0.3 ％

0.3 ％

0.3 ％

2.0 ％

0.3 ％

0.3 ％

0.3 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

1.在館者の安全確保のため（299／97.4%）

2.事業所周辺に帰宅困難者があふれることが予想されるため（149／48.5%）

3.周辺の事業所も受入れ対応するため（17／5.5%）

4.政府や自治体が帰宅困難者受入れを呼びかけているため（57／18.6%）

5.東日本大震災で受入れ対応して評判が良かったため（14／4.6%）

6.東日本大震災で受入れ対応せずに評判が悪かったため（8／2.6%）

7.その他（7／2.3%）

［重要度］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位
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Ⅴ．首都直下地震発生時の在館者や地域の帰宅困難者への対応に関する取組
問54　（問53で3と回答）外部からの来訪者を受け入れない理由

n=107 [複数回答]

Ⅴ．首都直下地震発生時の在館者や地域の帰宅困難者への対応に関する取組
問55　（問51で3と回答）地震発生後速やかに建物外に誘導する理由

n=32 [複数回答]

Ⅴ．首都直下地震発生時の在館者や地域の帰宅困難者への対応に関する取組
問56　（問51で1又は2と回答）留まった在館者や地域の帰宅困難者に対する支援内容

n=307 [複数回答]

Ⅴ．首都直下地震発生時の在館者や地域の帰宅困難者への対応に関する取組
問58　沿道における帰宅困難者に対する支援

[単一回答]

n=739

15.0 ％

29.0 ％

13.1 ％

5.6 ％

21.5 ％

1.9 ％

1.9 ％

1.9 ％

0.9 ％

9.3 ％

3.7 ％

15.9 ％

23.4 ％

17.8 ％

6.5 ％

10.3 ％

3.7 ％

2.8 ％

0.9 ％

2.8 ％

12.1 ％

14.0 ％

15.9 ％

7.5 ％

11.2 ％

2.8 ％

0.9 ％

3.7 ％

2.8 ％

8.4 ％

7.5 ％

8.4 ％

12.1 ％

2.8 ％

0.9 ％

0.9 ％

1.9 ％

0.9 ％

5.6 ％

3.7 ％

6.5 ％

1.9 ％

1.9 ％

0.9 ％

2.8 ％

2.8 ％

0.9 ％

2.8 ％

1.9 ％

3.7 ％

0.9 ％

0.9 ％

1.9 ％

1.9 ％

1.9 ％

0.9 ％

0.9 ％

1.9 ％

0.9 ％

0.9 ％

1.9 ％

2.8 ％

1.9 ％

0.9 ％

0.9 ％

0.9 ％

1.9 ％

0.9 ％

0.9 ％

0.9 ％

1

0.9 ％

0.9 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％

1.建物の耐震性が不安であるため（30／28.0%）

2.外部からの帰宅困難者に溜まっていただける空間が無いため（71／66.4%）

3.対応する要員がいないため（68／63.6%）

4.食料、飲料水の備蓄がないため（59／55.1%）

5.本社社屋のセキュリティーに問題が生じるため（58／54.2%）

6.来訪者の怪我人等に対応できないため（47／43.9%）

7.事業の再開に支障をきたす恐れがあるため（21／19.6%）

8.東日本大震災で受け入れ対応した結果、営業に資料が出たため（7／6.5%）

9.社屋、設備、商品の損壊等が懸念されるため（20／18.7%）

10.その他（13／12.1%）

［重要度］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

10位

50.0 ％

6.3 ％

6.3 ％

3.1 ％

12.5 ％

9.4 ％

12.5 ％

3.1 ％

6.3 ％

12.5 ％

9.4 ％

3.1 ％

3.1 ％

3.1 ％

21.9 ％

3.1 ％

12.5 ％

6.3 ％

6.3 ％

3.1 ％

6.3 ％

3.1 ％

3.1 ％

6.3 ％

3.1 ％

3.1 ％

3.1 ％

6.3 ％

3.1 ％

3.1 ％

3.1 ％

3.1 ％

3.1 ％

3.1 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％

1.建物の耐震性が不安であるため（20／62.5%）

2.在館者に留まっていただける空間が無いため（7／21.9%）

3対応する要員がいないため（11／34.4%）

4.食料、飲料水の備蓄がないため（8／25.0%）

5.本社社屋のセキュリティーに問題が生じるため（5／15.6%）

6.在館者の怪我人等に対応できないため（7／21.9%）

7.事業の再開に支障をきたす恐れがあるため（4／12.5%）

8.東日本大震災で受け入れ対応した結果、営業に支障が出たため（1／3.1%）

9.社屋、設備、商品の損壊等が懸念されるため（12／37.5%）

10.その他（4／12.5%）

［重要度］

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

10位

36.5 ％

24.4 ％

6.8 ％

23.1 ％

28.7 ％

17.3 ％

5.5 ％

32.6 ％

12.1 ％

2.3 ％

24.8 ％

16.6 ％

12.1 ％

21.2 ％

20.5 ％

22.1 ％

16.3 ％

31.6 ％

24.4 ％

3.9 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％

1.備蓄していた食料・飲料水を提供する（188／61.2%）

2.備蓄していた簡易トイレを提供する（126／41.0%）

3.商品のうち飲食できるものを無償提供する（58／18.9%）

4.毛布を提供する（136／44.3%）

5.救急用品を提供する（151／49.2%）

6.電話を無償で利用可能とする（121／39.4%）

7.自治体等から入手した物資を提供する（67／21.8%）

8.地震、交通機関の情報を提供する（197／64.2%）

9.自治体等が開設する避難所・待機所を案内する（112／36.5%）

10.その他（19／6.2%）

３月11日より前から

決まっている支援事

項

３月11日を契機とし

て実施することとし

た支援事項

何らかの支援を考えている,

185 社, 25.0%

特に考えていない

554 社, 75.0%
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Ⅴ．首都直下地震発生時の在館者や地域の帰宅困難者への対応に関する取組
問59　沿道の帰宅困難者に対する支援内容

n=185 [複数回答]

Ⅴ．首都直下地震発生時の在館者や地域の帰宅困難者への対応に関する取組
問60　帰宅困難者の支援で自治体と協定を結ぶ考えについて

[単一回答]

n=739

Ⅴ．首都直下地震発生時の在館者や地域の帰宅困難者への対応に関する取組
問61　協定によって行う支援の内容

n=25 [複数回答]

Ⅴ．首都直下地震発生時の在館者や地域の帰宅困難者への対応に関する取組
問62　自治体と協定を結びやすい条件

n=739 [複数回答]

17 社, 2.3%1 社, 0.1%

5 社, 0.7%
2 社, 0.3%

32 社, 4.3%

26 社, 3.5%

286 社, 38.7%

329 社, 44.5%

41 社, 5.5%

1.既に社として自治体との協定を締結している

2.既に社として自治体との協定を締結しているが、さらに充実を図りたい

3.既に事業所単位で自治体との協定を締結している

4.既に事業所単位で自治体との協定を締結しているが、さらに充実を図りたい

5.協定ではないが、社として自治体等から構成される帰宅困難者に関する協議会又は類似の会議体に参加

している

6.協定ではないが、事業所単位で自治体等から構成される帰宅困難者に関する協議会又は類似の会議体

に参加している

7.自治体からの要請があれば、協定の締結を検討したい

8.特に考えはない

9.その他

20.0 ％

7.0 ％

23.8 ％

23.8 ％

21.6 ％

17.3 ％

14.6 ％

23.2 ％

3.8 ％

34.1 ％

13.5 ％

51.4 ％

44.3 ％

33.0 ％

38.9 ％

36.8 ％

49.7 ％

7.0 ％

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％

1.備蓄していた食料・飲料水を提供する（100／54.1%）

2.商品のうち飲食物を無償提供する（38／20.5%）

3.トイレを提供する（139／75.1%）

4.水道を利用可能とする（126／68.1%）

5.救急用品を提供する（101／54.6%）

6.電話を使用可能とする（104／56.2%）

7.自治体等が開設する避難所・待機所を案内する（95／51.4%）

8.地震、交通機関の情報を提供する（135／73.0%）

9.その他（20／10.8%）

３月11日より前か

ら決まっている支

援事項

３月11日を契機と

して実施することと

した支援事項

36.0 ％

36.0 ％

32.0 ％

44.0 ％

52.0 ％

20.0 ％

12.0 ％

16.0 ％

20.0 ％

16.0 ％

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

1.建物に帰宅困難者を受け入れる（9）

2.備蓄している食料・飲料水を提供する（9）

3.自治体等から入手する食料・飲料水の配布を行う（8）

4.トイレを提供する（11）

5.水道を利用可能とする（13）

6.救急用品を提供する（5）

7.電話を使用可能とする（3）

8.自治体等が開設する避難所・待機所を案内する（4）

9.地震、交通機関の情報を提供する（5）

10.その他（4）
（％）

51.2 ％

31.5 ％

30.3 ％

38.6 ％

19.1 ％

19.8 ％

21.7 ％

11.4 ％

6.9 ％

26.0 ％

0 10 20 30 40 50 60

1.帰宅困難者に提供する食料等の支援物資を自治体が配布する（378）

2.帰宅困難者等の誘導・警備に係る要員を自治体が配置する（233）

3.受け入れた帰宅困難者・滞留者に一定期間後退去していただける制度・体制を作る…

4.食料等の支援物資の購入費を自治体が費用負担する（285）

5.施設使用に伴う経費（水道費、光熱費等）を自治体が支払う（141）

6.施設使用に伴う損失を自治体が補填する（146）

7.何らかの税制優遇が得られる（160）

8.何らかの規制緩和措置（容積率の緩和等）が得られる（84）

9.その他（51）

10.分からない（192）
（％）
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